
年 月 日

（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構理事長　宛

【注意事項】

● 施設利用１日につき１回の助成とし、年度２回まで申請可能です。

● 申請期限は年度内とします。（但し、３月利用分に関しては４月末日まで申請可）

● 助成額は室料基本料金の３０％　付属設備などの加算料金は対象外となります。

● この申請書と使用許可書（写し可）をゆとりーと共済事務局まで提出してください。

【ゆとりーと共済処理欄】

＝

利　用　日

下記の通りユトリート東大阪利用助成金を申請いたします。

コピーしてご利用ください　　

公益財団法人 東大阪市産業創造勤労者支援機構

ゆとりーと共済

㊞

ー

会 員 氏 名

令和

ユ ト リ ー ト 東 大 阪 利 用 助 成 金 申 請 書

申請回数 受付印

円

FAX不可

会 員 番 号

事 業 所 名

　　室料基本料金（付属料金は除く）

× 0.3 円
助　成　 額

受 取 方 法

　　　年　　　 　　月　　　　　日

□　現金（来所）　・　　□　振込（事業所登録口座）


